
朝霞市教育委員会規則第６号 

朝霞市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則 

朝霞市学校給食費徴収規則（令和２年朝霞市教育委員会規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

第５条第１項第１号中「４，７００円」を「６，０００円」に、「１，４６

０円」を「１，８６０円」に改め、同項第２号中「５，３００円」を「６，８

００円」に改め、同項第３号中「４，７００円」を「６，０００円」に改め、

同項第４号中「５，３００円」を「６，８００円」に改め、同条第２項第１号

中「２８０円」を「３５５円」に改め、同項第２号中「３１５円」を「４０５

円」に改める。 

第７条第３項の表市立の小学校において学校給食を受けた者の項中「２８０

円」を「３５５円」に、「４，７００円」を「６，０００円」に、「１，４６

０円」を「１，８６０円」に改め、同表市立の中学校において学校給食を受け

た者の項中「３１５円」を「４０５円」に、「５，３００円」を「６，８００

円」に改める。 

附則第２項の前の見出し中「令和７年度」の次に「後期」を加え、同項中「

令和７年４月」を「令和７年１０月」に、「令和７年度給食費」を「令和７年

度後期給食費」に、「令和５年朝霞市教育委員会規則第１号。以下「令和５年

一部改正規則」」を「令和７年朝霞市教育委員会規則第　号。以下「令和７年

一部改正規則」」に改め、同項第１号中「４，２００円」を「４，８５０円」

に、「１，３００円」を「１，５００円」に改め、同項第２号中「４，８００

円」を「５，５５０円」に改める。 

附則第３項中「令和７年度給食費」を「令和７年度後期給食費」に、「令和

５年一部改正規則」を「令和７年一部改正規則」に改め、同項の表市立の小学

校において学校給食を受けた者の項中「２４９円」を「２８８円」に、「４，

２００円」を「４，８５０円」に改め、同表市立の中学校において学校給食を

受けた者の項中「２８５円」を「３３０円」に、「４，８００円」を「５，５

５０円」に改める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の日前に実施した給食に係る給食費については、なお従前

の例による。 

３　この規則の施行の日前に実施した給食に係る給食費の還付については、な



お従前の例による。


